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道路運送法施行規則第４条第２項に基づく地域公共交通会議等 

において協議が整っていることの証明書（案） 

 

 

  令和７年２月 28日に開催した国分寺市地域公共交通会議において、下

記事項に関し、協議が調ったことを証明する。   

 

                                  記 

 

１．協議が調っている路線又は営業区域 

国分寺市地域バス「ぶんバス」万葉・けやきルート 

 

２．協議が調っている運行系統又は運送の区間 

（往路）史跡武蔵国分寺跡～国分寺市役所～武蔵国分寺公園東～東

恋ヶ窪三丁目 

（復路）東恋ヶ窪三丁目～武蔵国分寺公園東～国分寺市役所～史跡

武蔵国分寺跡 

 

３．適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 

1) 令和７年７月１日より実施の予定 

2) 予備車両は、事業者が保有する車両を併用とする。 

 

４．一般乗合旅客自動車運送事業者の氏名又は名称 

トーショー交通株式会社 

代表取締役社長  金澤 章年 

 

 

                                     令和７年２月 28日 

 

                                        国分寺市地域公共交通会議 

                                                会長 鈴木 文彦 


